
一般財団法人教職員保険センター 〒260-0013 千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館本館5階
TEL.043-227-6626お問い合わせは

～ な ん で も お 気 軽 に お 電 話 を く だ さ い ～

※一部団体扱い出来ない
　契約内容もございます。

再任用の人も

団体扱いに

なるんだって
！

給料引去り
だから

便利だね！

私の保険も
団体扱いに
なる？！

知って安心！

団体扱いで

お得です！一
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契約団体名

損害保険ジャパン

日本興亜株式会社
（小中学校）

あいおいニッセイ

同和損害保険
株式会社

明治安田生命

保険相互会社
（小中学校）

朝日生命

保険相互会社

住友生命

保険相互会社

第一生命

保険株式会社

日本生命

保険相互会社

私達は、優良保険会社 7社 の代わりに、

保険料の集金を、責任持って行なっている団体です！

一般財団法人教職員保険センター


